
       月            日       (       木       )            1       2            2     
       1       3       :       3       0       〜       1       5       :       3       0     

       場       所     

       セ       ミ       ナ       ー       詳       細     

       日       時     

       令       和       8       年       に       施       行       さ       れ       る       労       働       安       全       衛       生       法       等       の       改       正       の       ポ       イ       ン       ト       を       解       説     

       労       働       安       全       衛       生       法       等       
の       改       正       の       ポ       イ       ン       ト     

       ス       ト       レ       ス       チ       ェ       ッ       ク       
義       務       化       対       策       セ       ミ       ナ       ー     

       講       師     

       今       後       、       5       0       人       未       満       の       小       規       模       事       業       場       も       ス       ト       レ       ス       チ       ェ       ッ       ク       が       義       務       対       象       に     

              
第       1       部       で       は       、       カ       ス       ハ       ラ       対       策       や       令       和       8       年       に       施       行       さ       れ       る       労       働       安       全       衛       生       法       等       の       一       部       改       正       に       つ       い       て       、       経       営       者       
が       押       さ       え       る       べ       き       ポ       イ       ン       ト       を       わ       か       り       や       す       く       解       説       し       ま       す       。       第       2       部       で       は       、       今       後       、       常       用       労       働       者       5       0       人       未       満       の       事       
業       場       に       も       義       務       化       さ       れ       る       ス       ト       レ       ス       チ       ェ       ッ       ク       の       内       容       と       対       応       方       法       を       紹       介       し       、       法       令       対       応       だ       け       で       な       く       、       職       場       改       
善       や       離       職       防       止       に       つ       な       が       る       実       践       的       な       進       め       方       を       学       び       ま       す       。       （       セ       ミ       ナ       ー       終       了       後       、       希       望       者       に       は       個       別       相       談       あ       り       ）     

       千       葉       労       働       局       
東       金       労       働       基       準       監       督       署              担       当       者     

       講       師     
       ジ       ャ       イ       ロ       総       合       コ       ン       サ       ル       テ       ィ       ン       グ       ㈱       

コ       ン       サ       ル       タ       ン       ト     

       橋       野       由       利       子              氏     

       
第       

1       

部     

       
第       

2       

部     

       
ハ       ラ       ス       メ       ン       ト       対       策       や       令       和       8       (       2       0       2       6       )       年       1       月       1       日       か       ら       段       
階       的       に       施       行       さ       れ       る       労       働       安       全       衛       生       法       等       の       改       正       に       つ       い       
て       ポ       イ       ン       ト       を       説       明       し       ま       す       。     

       

今       後       の       ス       ト       レ       ス       チ       ェ       ッ       ク       義       務       化       に       向       け       、       
小       規       模       事       業       場       が       円       滑       に       制       度       を       導       入       で       き       る       
よ       う       実       務       対       応       を       整       理       し       、       経       営       者       ・       管       理       者       
が       押       さ       え       る       べ       き       ポ       イ       ン       ト       を       解       説       し       ま       す       。       
制       度       理       解       だ       け       で       な       く       、       結       果       を       活       用       し       た       職       
場       環       境       の       改       善       や       離       職       防       止       に       つ       な       が       る       実       践       
的       な       方       法       も       紹       介       し       、       自       社       で       無       理       な       く       運       用       
で       き       る       体       制       づ       く       り       を       解       説       し       ま       す       。     

       受       講       料            無       料     
       （       会       員       ・       非       会       員       問       わ       ず       ）     

       3       0       名            定       員     

       対       象       者            中       小       企       業       経       営       者       ・       管       理       職     

       申       込       み            
電       話       ・       F       A       X       で       お       申       込       み       下       さ       い       。       
詳       細       は       裏       面       参       照       
締       切       ：       令       和       8       年       2       月       1       0       日       （       火       ）     

       東       金       商       工       会       館       4       階       中       ホ       ー       ル     

       リ       ー       フ       レ       ッ       ト     



事業所名 業 種

住所 従業員数 人

TEL FAX

受講者名 受講者名

※ご記入いただいた個人情報については、本セミナー申込みに関する受付名簿の作成及び申込者様へのご連絡今
後のセミナー情報や経営に関する情報提供 をさせていただく目的で使用します。

【セミナーFAX申込書：申込期限 2月10日(火) 】

東金商工会議所（FAX）0475-52-1105

✦✦✦✦✦✦✦ ✦✦✦✦✦✦✦

リーフレットより抜粋

メンタルヘルスの不調は、従業員の意欲や
業務効率、さらには離職率にも影響する重
要な経営テーマです。

法令対応だけでなく、誰もが安心して働け
る職場づくりを進めることが、企業の持続
的な成長と組織の安定につながります。

ストレスチェック制度の流れ
厚生労働省
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